
第 4 回(仮称)三田東認定こども園運営方針等検討委員会 

日時：令和５年３月１６日(木)19:00～ 

会場：有馬富士共生センター  多目的室 

 

 

１ 開会 

２ 協議・報告事項 

(1)  認定こども園の園章、園歌について 

(2) 保護者会のあり方について 

(3) 預かり保育時間と料金について 

(4) その他 

 

 

３ 次回の日程等について 

・第５回委員会 ６月５日(月)～１６日(金)で調整  名称案検討・その他 
 
 
 

4 閉会 

 
 

事務局：子ども・未来部 子育て応援室 幼児教育振興課  
電話：５５９－５２３２ 
FAX：563－3611 
e-mail：youjikyo@city.sanda.lg.jp 
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協議事項(１) 認定こども園の園章、園歌について  

【現在の園章及び園歌】 

認定こども園の園章、園歌については、第３回検討委員会で、「開設当初に

園章や園歌がないのは違和感がある」とのご意見がありました。 

既存園の状況について改めて確認すると、別紙のとおり全ての園の開設当

時から園章や園歌があったわけではありません。 

その制定等の過程も、詳細は不明ながら、各園において独自に制定をして

いるようです。 

 

【開設前の園章及び園歌の制定に対する懸念等】 

ⅰ 認定こども園の園章や園歌については、認定こども園が開設時に設定す

る「教育目標」に沿うように、様々な方々と相談させていただきながら制定さ

れることが望ましいかもしれません。 

 ⅱ 開設前に園章や園歌を設定することは、開設される認定こども園が主体

的にこれらを制定する機会がなくなることになることから、これまでの幼稚園

や（仮称）三田西認定こども園とのバランスは欠いてしまう（自主性や主体

性を損ねる）ことになるのではないかとの懸念はあります。 

 ⅲ 仮に、開設前に園章や園歌を制定するとすれば、その主体やその策定プ

ロセスについても検討が必要になります。 
 
 
以上を踏まえて、（仮称）三田東認定こども園の園章及び園歌の取り扱いに

ついて、意見交換ください。 
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協議事項(２) 認定こども園の PTA(育友会)のあり方について 

１ 認定こども園の PTA(育友会)の考え方について 

認定こども園のＰＴＡ（育友会）の必要性の有無やそのあり方等について、第３回検討委員会において次

の意見等がありましたのでご報告させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 【西地域】ＰＴＡ（育友会）のあり方を考えるためのスケジュール等（イメージ） 

 R5 年１月～３月 R5 年４月～９月 R５年 10 月～R６年３月 R６年４月～ 

こども園 

(幼児教育) 

市教委 

【認定こども園】 

・地域・小学校との関わり・

連携の検討 

   

各幼稚園 

PTA・保護者会 

 〇再編に当たっての情報共有と課題

の整理（１の意見も踏まえて） 

＜幼稚園、保護者、PTA など＞  ・ 

〇廃止等に向けた手続等（規約

変更等）（組織、会計等） 

＜5 年度の保護者等＞ 

 

こども園 

PTA・保護者会 

  〇課題等を踏まえた PTA・保護

者会のあり方の検討及び設立手

続等 

＜6 年度の保護者等を含めて＞ 

〇PTA・保護者会

の設立等 

 

 

【西地域意見等】 
・幼稚園 PTA は小学校との結びつきが強い。小学校 PTA の意見を聴くことは必須 
・検討は、認定こども園の開園前である必要がある。 
・小学校や地域との連携がなくなるのでは、再編する意味がない 
・小学校や地域とのつながりを維持することの大切さは幼稚園としても認識しており現在検討中である 
→次回に、PTA のあり方を考えるためのスケジュール等について改めてお示しすることとする。 

【東地域意見等】 
・PTA の固定観念は捨てたほうが良い。役割が固定化するのは望ましくない。学校地域支援ボランティアの制
度を参考にして地域ごとにコーディネーターを置けば地域とも連携できる。 
・地域でのつながりは PTA でのつながりがきっかけになっていることが多い。 
・親・地域のつながりは大切で、そのおかげで助けられてきたことは事実。ただ、きょうだいがいる場合の学校行
事の重複などが負担。ひとり親家庭などワンオペで仕事も家事もしなければならない家庭もある。参加できない
ことが申し訳なく感じられ、負担に思うこともある。負担に思っていても言い出せないこともある。 
・新しい組織にする必要がある。開設まで 1 年の猶予があることもメリット。名称も変えたほうが良い 
・「PTA」というと「〇〇しなければならない」という印象が付きまとう。名称を変えることを考えるべきである。
PTA の活動を通じて組織や自分自身のあり方を考えるきっかけとなった。新しい組織は、そうしたことを中心に
した組織とするべき。 
・PTA 活動を通じてどのような学びを得られるか、ということよりも保護者として子どもたちの育ちを支えるため
に保護者や教員に何ができるかという視点で考えるべきだと思う。 
・保護者のつながりはとても大切。1 年に 1 度は集まれる機会をつくる必要がある。地域と連携して盛り立ててい
く必要がある。 
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　預かり保育時間と料金について 

時間帯 延長保育料 単価

イ 7:00-8:30 200円 約133円/１ｈ

ロ 16:30-18:00 200円 約133円/１ｈ

ハ 18:00-19:00 200円/30分 400円/１ｈ

＜夏休み等の長期休業中に預かり保育を午前7時から午後7時まで利用する場合＞

預かり保育料　１日当たり　約2,200円(平均）

　

③　市内私立認定こども園の預かり保育料の状況

報告事項(３)

②　三田保育所における預かり保育料

①　市立幼稚園の預かり保育料・・・400円(１４：００～１６：３０）

【参考】

　1号認定のお子さんが預かり保育を利用する際の費用については、
①現在の幼稚園の預かり保育に係る保育料
②三田保育所における預かり保育料
③市内の私立認定こども園の預かり保育料の状況等
を踏まえて検討をしています。
　なお、幼児教育・保育無償化により、満3歳児以上の「保育の必要性」の認定を受けた1号認
定のお子さんについても、預かり保育料が上限1日450円、1か月11,300円までを公費で負担す
ることとなっており、その限度で保護者の負担が軽減されます。

２　1号認定のお子さんの預かりに係る費用の検討状況

　再編計画において、認定こども園では、夏休みなどの長期休業中を含めて週5日の預かり保
育（8:30～16:30）を実施することとしています。
　これに対して、検討委員会等において、預かり保育時間の延長についてご意見をいただいて
いました。
　現在は、検討委員会等でのご意見を踏まえ、認定こども園での子育て支援をさらに充実させ
るため、１号認定のお子さんについても、2号認定のお子さんと同様、7時から19時（土曜日は
18時）までお預かりできるようにすることを検討中です。

１　預かり時間についての検討状況
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